
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 

     

 

配信日 平成 2９年２月２７日 

  リスティング広告～紛らわしい表記 注意を～ 
 

〈 内容 〉 

先日、私のスマートフォンに「有料動画の未納料金がある。本日中に連絡のない場合は法的措置を

取る」とメールが届いた。覚えはないが心配だったので、ネットで消費生活センターを検索して電話

した。すると探偵事務所につながった。「早く調査しないと被害が大きくなる」などと言われ、指示さ

れるままコンビニへ。そこで受け取った契約書に記入し、探偵事務所にファックスで送った。契約５

万円で着手金５千円はその日のうちに銀行の現金自動預払機（ＡＴＭ）で支払った。役所の無料相談

と思って電話したのに納得できない。解約したい。（４０代、女性） 

 

★消費生活センターからのアドバイス 

●インターネットには、検索した言葉に応じて表示される「リスティング広告」という広告サービス

があります。広告には「消費生活相談センター」「公式」「相談無料」などと紛らわしいものもある

ので注意が必要です。自治体の消費生活センターに相談するつもりが、広告欄に表示された探偵事

務所や行政書士事務所などに電話して、契約してしまったという相談が増えています。 

 

●有料動画請求のメールについては、架空請求の可能性が高く、覚えのない請求について絶対にサイ

トに連絡してはいけません。自治体の消費生活センターは、短縮電話番号「１８８」でつながり、

無料で相談に応じます。 

 

●事例の探偵事務所との契約については、詳細な内容を確認した上で直ちに探偵事務所へ電話しまし

た。不安をあおって不要な契約の勧誘をしていることなど指摘し、返金を求めました。しかし、探

偵業で認められていない解決交渉の契約ではなく企業調査の契約と主張し、すでに調査済みなので

日当経費 2万 5千円を請求するとし、返金には応じませんでした。 

 

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または各市町相談窓

口にご相談ください。 

 
★おかしいと思ったら一人で悩まず早めに相談を 
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９ 

[相談受付時間]平日（月～金曜日）…午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く） 

全国共通ダイヤル１８８（イヤヤ） 
 

長崎市消費者センター              松浦市消費生活センター 

（０９５－８２９－１２３４）            （０９５６－７２－１８６１） 

佐世保市消費生活センター           対馬市消費生活相談所 

（０９５６－２２－２５９１）            （０９２０－５２－８３２２） 

島原市消費生活センター                五島市消費生活センター 

（０９５７－６２－９１００）            （０９５９－７２－６１４４）  

諫早市消費生活センター                西海市消費生活センター 

（０９５７－２２－３１１３）            （０９５９－３７－０１４５）   

大村市消費生活センター                雲仙市消費生活センター 

（０９５７―５２―９９９９）            （０９５７―３８－７８３０） 

平戸市消費生活センター             南島原市消費生活センター 

（０９５０―２２―４２２２）           （０９５７－８２－３０１０） 
壱岐市消費生活センター 

     （０９２０－４８－１１１１） 

※他各町にも相談窓口があります 

警戒情報 


